
○山口市情報公開条例施行規則  

平成１７年１０月１日  

規則第９号  

改正  平成１９年９月２８日規則第５６号  

平成２２年１月１６日規則第４１号  

平成２２年３月３１日規則第１１１号の２  

平成２３年４月１日規則第３１号の２  

平成２６年１月３１日規則第２号  

平成２８年３月３１日規則第２９号  

令和元年７月１日規則第２号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、山口市情報公開条例（平成１７年山口市条例第

１１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。  

（公務員）  

第２条  条例第５条第２号ウの公務員は、国家公務員法（昭和２２年

法律第１２０号）第２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員と

する。  

（情報公開請求書）  

第３条  条例第９条の書面は、情報公開請求書（様式第１号）による

ものとする。  

（公開請求に対する決定等の通知）  

第４条  条例第１０条第１項及び第２項の規定による決定の通知は、



次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行う

ものとする。  

（１）  情報の全部を公開する旨の決定をした場合  公開決定通知

書（様式第２号）  

（２）  情報の一部を公開する旨の決定をした場合  部分公開決定

通知書（様式第３号）  

（３）  情報の全部を公開しない旨の決定をした場合  非公開決定

通知書（様式第４号）  

（４）  公開の請求に係る情報が存在しない旨の決定をした場合  

情報不存在通知書（様式第５号）  

（５）  条例第７条の規定により公開の請求を拒否する場合  公開

請求拒否通知書（様式第６号）  

（６）  条例第１６条の規定により条例を適用しない旨の決定をし

た場合  非公開決定（適用除外）通知書（様式第７号）  

２  条例第１０条第３項の規定による通知は、決定延期通知書（様式

第８号）により行うものとする。  

（公開の方法）  

第５条  条例第１１条の規定による情報の公開は、市長が指定する日

時及び場所において行うものとする。  

２  情報の公開を閲覧によって受けたものは、交付申請書（様式第９

号）を市長に提出することによって、当該情報の写しの交付又は写

しの送付を受けることができる。  

（写しの交付に係る費用）  

第６条  条例第１２条ただし書に規定する情報の写しの作成及び送付



に要する費用の額は、別表のとおりとする。  

（出資法人）  

第７条  条例第１７条に規定する市が出資する法人は、次のとおりと

する。  

（１）  公益財団法人山口市文化振興財団  

（運用状況の公表）  

第８条  条例第１８条の規定による情報の公開の運用状況の公表は、

年１回、市報等に登載することにより行う。  

（補則）  

第９条  この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項

は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日の前日までに、合併前の山口市情報公開条例

施行規則（平成１１年山口市規則第３１号）、小郡町情報公開条例

施行規則（平成１２年小郡町規則第９号）、秋穂町情報公開条例施

行規則（平成１４年秋穂町規則第１８号）、阿知須町情報公開条例

施行規則（平成１５年阿知須町規則第７号）、徳地町情報公開条例

施行規則（平成１５年徳地町規則第９号）若しくは町長が管理する

公文書の公開に関する規則（平成１５年徳地町規則第１０号）又は

解散前の山口地域消防組合情報公開条例施行規則（平成１３年山口

地域消防組合規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その他



の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみな

す。  

（阿東町の編入に伴う経過措置）  

３  阿東町の編入の日の前日までに、編入前の阿東町情報公開条例施

行規則（平成１２年阿東町規則第１６号）の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。  

附  則（平成１９年９月２８日規則第５６号）  

この規則は、平成１９年１２月１日から施行する。  

附  則（平成２２年１月１６日規則第４１号）  

この規則は、平成２２年１月１６日から施行する。  

附  則（平成２２年３月３１日規則第１１１号の２）  

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則（平成２３年４月１日規則第３１号の２）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２６年１月３１日規則第２号）  

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日規則第２９号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（令和元年７月１日規則第２号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

別表（第６条関係）  

区分  金額  



白黒複写機による写しの作成  １枚につき１０円  

カラー複写機による写しの作成  １枚につき７２円  

その他の方法による写しの作成  当該作成に要する費用  

写しの送付  郵送料相当額  

備考  

１  白黒複写機による写しの作成及びカラー複写機による写しの

作成は、日本産業規格 A３、A４、B４及び B５の用紙を用いるもの

とする。  

２  上記により計算した額（写しの送付を除く。）に１０円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 


